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中

川

典

之

助

第

t主

し

が

き

机
税
の
配
分
は
之
を
税
額
削
ち
税
制
酬
の
配
分
主
税
枚
入
の
配

分
と
に
分
っ
て
み
る
を
裂
す
、
最
近
十
川
筒
年
に
於
け
る
同
家

財
政
及
道
府
腕
・
市
町
村
財
政
へ
の
組
税
収
入
の
町
分
状
態
は

次
白
如
く
で
あ
る
。

川
恥
近
十
四
年
川
の
巾
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
租
枕
牧
入
制
的
比
較
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雑

錐

中
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
租
桔
酷
分

間三ニー

呈典型巴

毛国主三
回嵩ニ口

会
、
雪
一

七
月
。
昔
、

Z
E
-
-

Aam
回、三石一

AA周
囲
、
A
1
]
A

一

口口八口

叫 弓 ぺ 句

芸言霊己

削
ち
毎
年
度
の
図
税
収
入
舗
を
一

O
O止
す
れ
ば
、
道
府
脱

税
政
入
は
一
丸
乃
五
三
一
主
、
市
税
収
入
は
六
乃
至
二
一
在
、

町
村
税
収
入
は
二
川
乃
至
三
八
を
示
し
、
之
を
十
川
年
度
川
K

E
り
て
平
均
す
れ
ば
、
闘
税
収
入
は
一

O
O、
道
府
収
税
収
入

は
二
三
・
五
、
市
税
収
入
は
丸
・
九
、
町
村
税
収
入
は
二
八
・
九

在
一
左
担
、
何
れ
も
闘
税
収
入
の
三

O
M以
ト
に
過
F
4
y
、
右
の

地
方
税
牧
入
の
憾
組
を
合
計
す
る
も
、
図
税
収
入
の
六
二
工
二

%
に
過
ぎ
ぬ
。
以
て
図
税
収
入
白
地
方
税
収
入
に
比
し
て
大
在

る
と
止
を
察
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
か
〈
の
如
骨
粗
税
収
入

の
配
分
は
、

い
ム
ま
で
も
た
〈
各
財
政
に
於
け
る
税
似
阻
分
の

結
旧
式
で
あ
る
。
訟
に
於
て
か
干
の
原
悶
を
究
め
ん
と
欲
す
れ

ば
、
各
財
政
に
於
け
る
税
減
の
配
分
並
び
に
そ
の
組
織
、
印
ち

図
税
胴
閥
系
企
地
方
純
般
系
と
を
明
に
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
。
然
れ
F
一

も
、
元
来
、
租
税
憾
系
在
る
も
の
は
憾
史
的
現
象
主
る
が
故

Z
D
=

、Ah
E
一一

一一Ah
-
百
A

一

-一六品川一一口一

孟
岡
、
空
豆
一

第
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十
六
轡

九
五
八

第

抗

四

gDDD  
口口口
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コユーニ

ー ゴ ゴ 一

五百両国

に
、
之
監
明
に
す
る
に
は
過
去
の
閥
系
企
現
引
の
開
系
止
を
み

怠
け
れ
ば
た
ら
向
。
前
者
は
憾
史
的
研
究
と
し
て
之
を
他
民
競

り
、
砲
に
は
現
行
制
院
に
就
て
之
を
越
べ
る
と
と
も
λ

す
る
。

関
仙
の
種
類
・
税
率
の
設
定
に
倒
し
て
は
出
作
上
仰
等
自
制

限
が
た
い
。
さ
れ
ば
有
も
税
法
の
法
体
築
が
議
人
刊
を
迅
泊
す
れ

ば
、
如
何
在
る
租
税
を
も
設
定
し
、
円
つ
如
何
様
に
も
そ
の
税

率
を
も
決
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
れ
、
岡
家
は
松
高
の
統
治

組
縦
で
あ
っ
て
、
図
家
以
上
に
岡
家
主
統
御
す
る
も
の
が
米
だ

確
立
さ
れ
て
ゐ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
叉
、
組
税
限
八
A
K

首
り
て
も
、
岡
市
訴
が
最
も
有
利
な
る
地
位
K
立
っ
て
ゐ
る
と
主

は
言
ム
造
も
左
い
。
然
る
に
地
方
税
の
設
定
は
同
法
の
規
定
す

る
所
で
あ
っ
て
、
地
方
図
憾
に
は
漏
自
の
課
税
椛
が
興
へ
ら
れ

て
ゐ
た
い
。
苫
て
、
現
行
園
税
醐
閥
系
は
、
所
得
税
'
と
牧
谷
枕
・
と

を
以
て
直
接
t
端
本
税
主
た
し
、
之
に
配
す
る
に
、
交
通
税
・
泊



費
税
を
以
て
し
、
地
方
税
悼
系
は
、
附
加
税
主
特
別
税
〈
或
は

自H
ち
左
白

主日

kz》

叉
、
調
立
税
、
以
下
同
じ
)
と
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
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枯
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方

税

櫨

系
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覧

所

得

枯

肱

盆

桔

E

円
作
叫
府
組
な
る
も
川
町
銅
提
稲
・
砂
柚
明
也
統
・
配
引
所
僻
業
駒

系

〕

・

町

一

同

不

持

制

伴

枕
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続

税

--K引
所
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引
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』
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交
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山

い
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【
削
円
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掴
由
交
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枯

l
登
鋭
持
・
印
柑
枯
・
党
曲
銀
行
赤
遊
行
枕
・
噸
枕
・
狩
溢
兎
詐
枯

戸

市

川

』

己

砕

袖

へ

ら

・

i
-

『
仙
川
直
接
枕
単
賢
一
(
崎
本
・
粗
製
樟
脚
・
梓
腿
柚
)
・
胤
枕
中
非
管
業
的
輸
入
品
に
課
す
る
も
白

戸

泊

費

冊
}
1

)

(

者

修

的

消

費

税

I淘
組
曲
・
澗
刷
及
酒
締
合
有
飲
料
栂
・
官
官
酒
軸
・
椅
暁
依
判
勘
・
骨
牌
位

戸
例
問
挫
結
{戸

事
-9
必
要
的
志
議
あ
る
も
の

l
砂
糖
制
捜
曲
・
帥
物
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投
獄
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得
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磁

器

附

加
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・
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引

所

轡
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方
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」

値

系

J

『
特
別
枕
|
戸
駐
剖
・
雑
種
枕

{
市
町
村
人
凶
輯
附
加
積
一
剛
掛
町
匙
概
説
附
加
枯
・
所
得
枕
附
加
枕
(
市
開
札
)
・
鋼
業
柑
附
加
枯
・
砂
硝
匝
桔
附
加

戸
府
腕
枕
附
加
積

l
特
別
帥
税
附
加
桔
・
家
即
位
枕
附
加
枕
・
管
業
秘
附
加
枕
・
雑
種
枯
附
加
積
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雑

量証

中
央
・
地
方
財
政

ι於
け
る
租
枇
配
分

連
て
右
の
去
に
械
り
て
、
凶
税
在
地
方
税
と
に
於
け
る
税
源

配
分
の
聞
係
を
蹴
る
に
、
各
財
政
が
各
々
別
的
の
税
制
酬
を
阿
布

す
る
も
白
と
同
一
の
税
制
酬
を
一
つ
以
上
の
財
政
が
共
布
し
て
ゐ

岡
枕
白
地
相
・
替
業
収

益
枕
・
所
得
税
・
鰍
業
税
・
砂
制
限
税
・
取
引
所
営
業
税
与
の
枕
似

は
岡
氏
の
み
た
ら
一
十
府
脈
・
市
町
村
の
共
に
利
川
す
る
州
で
あ

る
も
の
と
の
こ
つ
に
八
月
れ
る
。
即
ち
、

り
、
所
前
耐
鯨
特
例
税
た
る
特
別
地
税
・
家
屋
税
・
惜
業
税
・
雑

租
税
は
、
府
燃
と
共
に
市
町
村
の
共
有
に
か
ミ
る
。
乙
れ
附
加

税
制
皮
を
探
れ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
各
剛
酬
加
の
税
制
を
各
財
政

に
い
作
離
せ
し
む
る
所
開
吋
日

5
4
5日
に
到
し
て
‘
製
品
4
は
之
主

財
源
配
分
の
ぬ
交
制
度
(
宮
戸

R
Z
E
O
E
Z
H
ハ回。吋

5
2
2
H
Z口問

ι0吋
印
有

5
5
5
-
H
E
Lと
名
づ
く
。
我
図
は
と
の
こ
制
目
民
主
併
川

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
寄
人
は
一
の
財
政
に
の
み
推
測
に
利
川

さ
れ
て
ゐ
る
租
税
を
同
仇
税
と
い
日
一
つ
以
上
の
財
政
に
共

同
忙
利
川
さ
れ
て
ゐ
る
机
税
を
共
布
税
と
名
け
、
先
づ
共
有
税

に
就
て
そ
の
利
則
刷
係
を
み
や
う
。

第

共
有
枕
・
幽
有
枕
の
一
分
配

第
二
十
六
巻

九
六

O

説

町'1 A 
1m ー

枕 芸

自殺

幸長
l け
l る

均H 寸士

号I芽
脅"，
三五」 白目
4士 分 竺

主ω説

所玩
4早 S亡
干~t 於

It 
豊島 る

=絵本

J、

-
税
・
砂
純
計
m
税
・
取
引
所
替
業
税
を
岡
山
需
が
本
税
!
と
し
て
牧
む
る

一
外
に
、
道
府
肱
・
山
町
村
が
そ
の
附
加
松
町
牧
め
る
と
i

と
に
よ

り
て
、
同
一
の
税
制
酬
が
多
政
の
財
政
に
利
川
さ
れ
て
ゐ
る
が

そ
の
利
川
に
枕
て
の
持
分
(
〉
EON-)
に
は
闘
家
の
規
定
し
た
る

一
定
の
限
度
が
あ
る
。
仰
ち
本
税
に
針
す
る
附
加
税
率
'
と
し
て

枕
法
に
規
定
す
る
川
は
即
九
そ
れ
で
あ
る
。
今
、
附
加
税
率
の

以
両
を
と
り
て
、
各
財
政
に
分
た
れ
た
る
利
川
捌
係
を
示
せ
ば

削
ち
弐
の
如
し
。

第一一一説

井
有
祉
に
於
け
る
持
分
自
問
分
(
そ
の
一
)

1

9

H

2
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融 問
業

一砂佐探陀試鋤
~，~ j¥，1 j仙l宇包

M 銅剣叫
問貼品輸

取
引
所
管
業
枕

g そ
れ
に
拍
U
し
六
柿
の
』
八
市
松
虻
封
寸

そ
れ
に
就
い
て

一g一口口一
一口口一口口

一一 一口口屯三口

ナ
桐
の
去
に
よ
り
て

る
各
財
政
の
利
川
山
間
係
は
川
か
で
あ
ら
う
が
、

一一 一口口七五口

特
に
比
政
せ
ら
る
べ
き
己
主
は
、
所
作
枕
・
紙
業
税
・
砂
鰍
区

枕
・
取
引
所
持
刊
宅
税
の
刊
に
あ
り
で
は
、
附
加
税
率
は
比
較
的

に
低
く
、
批
向
は
二
川
%
、
最
低
は
一
一
}
一
%
に
止
る
が
、
制
租
・
皆

業
収
U

祉
税
に
主
り
で
は
、
附
加
税
率
は
-
向
く
、
地
方
財
政
に
於

け
る
附
加
税
率
を
介
計
す
れ
ば
、
宅
地
和
は
六
二
町
点
、

共
他
地

相
ほ
一
四
六
%
，
替
業
牧
谷
枕
は
一

O
一
%
と
在
る
o

仰
ち
前

問
者
の
利
川
に
就
て
は
、
地
方
財
政
の
持
分
は
比
較
的
に
宇
い

が
、
後
二
者
の
利
川
上
の
判
分
に
五
り
で
は
.
地
方
財
政
が
却

っ
て
中
央
財
政
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
を
租
税
義
務

者
か
ら
い
へ
ば
、
前
山
者
に
於
て
は
地
方
財
政
へ
の
和
税
義
務

雑

中
央
・
地
方
則
政
に
於
け
る
税
柚
配
分

は
比
較
的
に
柑
い
が
、
後
二
者
に
あ
り
て
は
地
方
財
政
へ
の
粗

録

'・同口口

枕
論
務
は
却
っ
て
大
ぃ
。
今
之
を
克
に
各
机
枕
内
牧
入
制
聞
に
就

て
比
一
似
す
凡
ば
失
の
如
し
o

大
正
十
五
年
度
時
間
算
に
煉
れ
凶
怖
い

部
円
安
向
上
牧
人
倒
的
問
分

世

屯

一

本

l
-

竺
世
山
腕
一
市
附
一
町
村
一
附
加
枕

L
H
l
|
川
|
「
阿
川
二

lw加
附
一
札
ぬ

ι

哨

川

慢

一

地

蹴

盟

-
J出
1
I
1
J
I
l
-
-一I
l
l
1
1
1
1
i
収

地
租
一
苦
言
一
一
七
五
J
一
目
玉
、
口
、
一
rJ

元
J

豆
二

2
一
円
削

腎
諜
紅
れ
枇
一
先
川
1
号
・
売
孟
一
一
八
、
盟
百
三
分
己
主
ベ
主
帥

所
得
枕
↑
一
一
口
旬
、
口
」
円
芝
生
一
問
、
コ
ヴ
一
)
八
、
立
一
一
ぺ
一
三
喰

繍
誕
班
一
回
、
主
主

z
h
i

ユ口一

-
4

一

主

五

回

抑

制

酬

一

一

、

完

一

主

一

一

一

旦

口

書

一

三

柑

下
d

で
あ
る
の
今
、
各
本
税
の
官
牧
入
高
配
一

O
O
'と
す
れ
ば
附
加
山

税

収

入

の

百

分

比

は

、

払

疎開成入蔵主十正大

第
五
衣

阿

上

百

分

申

L
J
J
4す

いい…一一一一一一一…ヶ~

世

宇品

h也

宅
〆、三五-p 、
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雑

録

中
世
・
地
方
財
政
に
於
け
る
組
桔
配
分

-
と
な
る
。
帥
ち
、

地
租
・
営
業
税
の
貨
収
入
は

附
加
税
に
於
て
多
〈
、

そ
の
比
、

地
租
に
あ
り
で
は
、

封
ご

O
七
・
八

替
業
牧
日
祉
税
に
於
て
は
一

O
O剖

た
る
。
更
に
税
目
別
に
翻
る
に
、
本
税
収
入
K
到
し
て
附
加
税

五
・
と

本
税
よ
り
も

。
O 

牧
入
は
、

地
租
に
於
て
は
、
道
府
腕
収
入
一
一
一
一
一
%
、
市
収
入

λ
・λ
v月
間
制
牧
入
六
七
%
営
業
税
比
於
て
は
四
五
%
、
問

八
%
、
ご
一
一
%
と
た
る
o

以
て
地
方
経
梢
に
於
け
る
と
れ
ち
附

会

g g 

会
(
制
脳
外
課
抵
可
能
)

第
二
十
大
巻

家

ネ注 事'11;

屋

辛韮

幸重

右
に
械
れ
は
、
道
府
服
特
別
税
忙
到
す
る
市
町
村
の
附
加
税

制
限
外
山
一
減
税
を
も
許
す

九
六

部
六
抗

/1‘ 

B g 

i
4泊
百
般
剖
を
帥
J

E--
一-一F
謀
す
る
場
合
」

A
4
A
(

制
肌
M

付
制
枯
可
拙

日

h
k
E

i
-
-

は
、
五

O
M乃
百
七
八
九
%
で
あ
り

附
加
税
の
負
婚
は
本
税
之
相
抜
近
じ
て
ゐ
る
と
占
ef

知
り
う
る
。
即
ち
捻
税
者
は
木
枯
の
殆
ど
二
怖
を
同
一
の
税
源

大
正
十
五
年
度
の
抽
出

算
に
披
り

か
ら
納
め
ね
ば
た
ら
ね
の
で
あ
る
。
今
、

第
七
表

加
税
の
負
携
の
犬
た
る
と
主
主
祭
す
べ
き
で
あ
る
。

日
地
方
税
に
於
け
る
本
税
・
附
加
税
の
配
分
|
|
所
前
道
府

麻
即
日
枕
た
る
特
別
地
税
・
輩
義
・
円
来
日
比
一
枕
・
雑
紐
税
は
、
道

府
燃
と
市
町
村
と
が
、
本
秘
主
附
加
税
と
の
閥
係
に
於
て
、
共

同
に
利
刑
す
る
所
で
あ
る
。
今
を
の
持
分
配
分
の
割
合
E
示
せ

ば
弐
の
如
し
。
本
税

E
一
O
Oレ
」
し
、
附
加
税
の
制
限
を
附
加

税
率
に
よ
り
て
求
め
た
る
と
・
と
は
、
仰
に
同
じ
。

第
六
或
共
布
枯
に
於
け
る
持
分
曲
四
分
(
そ
の
一
一
)

借

箇

二

日

開

L
一
山
川
町
一
附
畑
一
柑
へ
市
町
村
叫
加
枕
)

¥

(

i

 

特
別
地
枇
一

管

業

穂

一

事E

中E

特
別
地
祇

棒

業

戸

亜I

家

兵士

難

報

更
に
牧
入
高
の
配
分
在
百
分
比

ιよ
り
て
一
市
さ
ば
次
の
如
吉

結
果
主
左
る
。 そ

同 の
t 質
収牧
人 高
制 b

記長
八 阿

川 迅 ) 子

~L 
tf 
;}( 
") 

主日
し。

一
龍
府
脈
拍
一

f
附

加

:

一

町

村

一

附

加

枕

↑
龍
府
腕
世
一

d

叩
↑
「
加
吐
一
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寸
川
引
川

-
1
i一
一

l

J
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一

一

有
一
一
回
一
三
右
一
三
A

一

児
、
五
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一
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、

h
屯

A
M
-
-
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品
、
山
一
一
九
一
一
点
、
先
均
一
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第
八
去

同

上

百

分

申

酷

F噴

右
主
観
れ
ば
、
市
に
あ
り
て
は
家
屋
税
の
附
加
税
収
入
は
本
一

税
収
入
の
一
・
七
倍
、
町
付
正
あ
り
で
は
戸
雄
割
牧
入
が
本
税
一

牧
入
の
三
・
川
倍
に
も
上
る
。
叉
以
て
附
加
税
負
踏
の
本
税
負
一

推
に
比
し
て
大
在
る
と
占

E
察
し
う
る
で
あ
ら
う
o

之
を
文
、

本
税
制
制
占
附
加
枕
綿
制
に
就
て
比
較
す
れ
ば
、
品
百
業
税
・
雑

和
叫
叫
に
あ
り
で
は
そ
の
附
加
税
は
本
税
の
九

O
Z以
上
、
戸
数

割
・
家
屋
税
に
王
り
て
は
木
税
柑
入
の
=
一
・
問
、
二
-
六
倍
と
在

る
。
附
加
税
占
し
て
謀
微
せ
ら
る
i
A

地
方
所
得
の
大
な
る
を
知

特

JllJ 
i也

枕 IIl:制枕枕

g g  

語 z量弓量 l

三"毛 主 品二 |

昏

業豊定

戸

国

家

L量

，、

雑

事官

九

一

る
に
足
る
。
以
上
K
於
て
中
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
吾
人
の

所
調
共
有
枕
心
利
用

ι就
て
、
持
分
配
分
自
附
則
並
び
比
官
牧

配
分
の
情
態
を
明
に
し
た
。
次
h
t
各
財
政
に
於
け
る
同
有
枕
の

雑

録

中
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
租
紐
配
分

四
分
を
み
や
う
。

H
、
同
有
税
の
問
分

同
有
税
は
阪
に
述
べ
た
る
が
如
く
、

主白，、

各
財
政
に
問
有
の
税
な
る
が
故
に
、
従
っ
て
、
共
有
枕
に
於
け

る
が
如
〈
、
同
一
税
減
に
就
て
利
用
の
持
分
を
規
一
ん
す
る
の
必

要
は
な
い
。
之
町
税
源
の
阻
分
、
賀
状
の
配
分
の
二
結
か
ら
観

〕

梨

t
る
o
h拍
滅
。
一
配
分
府
間
柿
特
別
総
に
制
し
て
は
市
川
村

附
加
を
設
定
し
う
る
が
故
に
、
現
行
財
政
閥
系
に
於
て
も
、
所

調
削
有
税
に
嵐
す
る
も
の
は
・
国
税
白
一
部
主
市
町
村
特
別
税

)
 

の
み
で
あ
る

o
H岡
山
哉
の
問
有
枕

l
l闘
枕
'
と
し
て
の
基
本
的

直
接
枕
に
は
附
加
税
を
附
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
交
渦
税
と
消
費

税
の
み
が
岡
市
況
の
同
有
す
る
所
で
あ
る
。
帥
ち
交
通
積
は
、
岡

氏
料
消
全
仰
の
組
織
と
閥
係
あ
る
交
通
主
い
ふ
事
寅
を
捕
へ
、

目
つ
犬
は
更
に
一
闘
の
陶
工
業
に
大
た
る
影
響
を
興
ふ
る
も
の

な
る
が
岐
に
、

又
、
泊
費
税
心
中
、
閥
税
は
岡
家
の
商
業
政
策

ー
と
密
接
な
る
閥
係
を
有

L
、
そ
の
他
心
泊
究
税
は
閥
税
政
策
を

は
じ
め
、
凶
米
山
総
済
政
策
止
附
聯
す
る
所
大
た
り
・
と
し
て
、

阿
家
財
政
正
高
有
す
る
と
と
は
近
代
の
統
一
岡
家
に
於
け
る
共

通
の
現
象
な
る
如
し
。
而
し
て
己
れ
ら
に
附
加
税
を
附
せ
ざ
る

第
二
十
六
巻

九
六

第

観

= 
j， 

町.，，-



雑

録

中
央
・
地
方
川
財
政
に
於
け
る
祖
軸
配
分

:Il，止で
であ
あら 一
つう に
て O は

(ろ)技:
戸iIi !，I~ 
I止 Vlj" J: 
¥fjll 卒、t1山
とぴ)ご;

剰 f，I，-J !':t 

m有経
枕枕例
主 !政
よ|詐Z
1) 之 上
たは の
るJiJi'王!n
05目 01

r~il Tlj IC 
干j lijJ 主主
干北村 〈
0) 川も
税別の

』まで 説i
あの
九四E
う分
りは

大上
lEの
卜京fI
]，:し
d十三 。
J1t と
OJIζ 
預 枕
算器牧

に入
よ綱
~L Oj 
It 弘司
功、合
のを
虫11 上i二
< ij主
-[" -t 
あ る

る

第
九
去

事
前
日
川
柿
金

日目酒替

1由

咋
川
晴
飲
料
祉

b
y
t且
阿
仰

H
b
4
作
地

t劇
e
t
d
t干

純
物
的
費
税

合

11 

同
家
岡
有
松
田
枚
入
制

交

油

左右

m 

." 考定
書引

~f;t 
=-f 
-" 

将軍干止

5
・4.tx
一

一宅、

lJl; 

調
、
へ
老

三
』
、
ェ
h
喝

三
ヨ
↑
一
guμ

計

宅晶、
4
2

-
~ 

呂
、

u

制

干量

一五、副口九

，u 

松町

1阪lli

ロHn

口、山川会

<1< 

行

宅
口

品党
時
銀
行
券
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枕

回
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弔
完

草花

唱I

一、苦一九

合

言十

Z

岡、一一告一

坪
十
去

市
町
村
附
有
壮
白
収
入
制

第
二
十
六
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九
六
四

四
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第
六
部
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市

肱

入

I
J
x
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加
十
f
H
q
羽
/

国

反

書t
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皐
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川

Z

口同九一四

A
‘
回
パ
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戸
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不
励
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移
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口・五同一

断
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ん

共
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省
、
J
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A
A
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千半

計

一A.山
品
目

で
あ
る
o

岡
山
哉
の
同
有
税
の
枚
入
介
計
六
一
川
二
二
ぺ
川
八

問
主
・
市
町
村
山
、
同
有
税
収
入
合
計
に
比
較
す
る
に
、
市
に
あ

一
割
と
な
る
o

市
町
村
に
於
け
る
同
有
税
山
収
入
が
、
同
家
の
そ

札
に
比
し
て
い
か
に
少
縦
で
あ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

第

三

特

別

枕

・

附

加

枕

り

配

分

第
一
の
両
川
町
ち
同
有
税
・
共
有
枕
の
分
ち
方
と
、
第
二
の
区

別
印
ち
特
別
税
・
附
加
税
の
分
ち
方
と
は
、
引
貝
府
以
上
相
凶
問
聯
ず
る

り
で
は
一

O
O釦

町
村
に
あ
O
て
は
一

0
0

針。.ω
九

事
甚
だ
多
一
く
、
従
っ
て
節

-
K
於
て
陥
々
述
べ
た
る
所
多
い

大i1 卜五年度地入故Jl昨日抱強昨大政省
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が
、
概
念
k
は
全
然
別
簡
の
も
の
な
る
か
故
に
一
背
す
る
で
あ

ら
う
。
第
一
の
区
別
は
税
源
利
川
の
附
係
に
基
く
も
の
で
あ
る

が
、
後
者
は
机
枇
設
定
内
山
崎
式
に
仕
草
く
恒
川

σあ
る
。
例
へ
ば

道
府
搬
の
特
別
地
枕
・
営
業
枕
・
家
屋
枇
・
維
砧
枕
は
道
府
臓
の

謀
枕
椛

μ
よ
っ
て
試
定
す
る
道
府
臓
の
特
別
微
な
る
が
、
税
減

利
用
の
附
係
恥
ら
観
れ
ば
、
市
川
村
ー
と
の
共
有
税

τあ
ん
vo

心

税
制
酬
の
配
分

1
l地
方
財
政
に
於
け
る
特
別
税
・
附
加
悦
の
税

11: 1'<ll 
も は
JiJS 
k 師
備に
tL Jf吉
た三
るヨミ
由主 11: 
lI!c j局
11: If 
之し
を Ni
1liで
く あ

ま也 。 り
方(B) 
)1寸 Hi;有
正3ヒ ~Ý:-'
』こっaσ〉
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る同日 の
特 分 際

1
1大
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十
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抽
立
に
就
て
、
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事t
q:J 
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入
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百
分
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み
る
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企庁

第
十
一
去

特
別
砧
附
加
祇
白
配
分

部
A
者

泣
府
腕
に
於
け
る
砧
収
入

」
川
円

1

円一川分比
(
4

問
叫
)

閥
枕
附
加
弛
一
一
恥
川
町
羽
一

世
府
廊
特
別
砧
↑
一
三
、

g止

筆活

日

3正8 

雑

錐

中
央
・
地
方
財
政
に
於
け
る
粗
枕
配
分

第
B
去

市
に
於
け
る
枕
牧
入

目

一

醐
枕
附
加
枕
一

泊
府
腕
枕
附
加
枕
一

計精
一

干止
布

合

足先兜堕叩
、、的

手i: 量当当字
~~L 主主亘哩一

~X 

王

寺

日

リ

キ

H

部
C
去
川
村
に
於
け
る
時
枚
入

同
|
|
同
|
一
牧

間
拍
附
加
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右
に
よ
り
、
附
加
税
主
特
別
叫
仙
の
収
入
上
の
制
合
に
翻
る

に
、
道
府
臓
が
八
八
封
一

O
O、
市
は
冗

O
八
町
一

O
O、
町

村
が
川
八

O
二
針
一

O
Oと
な
る
。
即
ち
附
加
枕
収
入
は
特
別

役
牧
入
白
、
道
府
腕
で
は
八
八
%
、
市
?
は
五
倍
・
町
村
で
は

問
八
倍
に
上
る
。
市
町
材
に
於
け
る
附
加
枕
牧
入
山
割
合
心
犬

た
る
と
と
は
蔚
〈
は
り
此
る
も
の
が
あ
る
o

と
れ
有
力
な
る
税
源

第
二
十
六
巷

を
岡
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家
及
び
越
附
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収
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た
る
た
め
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中
央
・
地
方
財
肱
に
於
吋
る
租
耽
配
分

税
に
よ
る
の
外
、
税
収
入
を
獅
ら
す
べ
吉
源
品
在
有
せ
ざ
る
に

腕
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
四

意書

言

以
上
、
第
-
第
二
に
於
て
、
我
凶
の
中
央
・
地
方
財
政
に
於

け
る
和
松
山
分
の
棚
嬰
を
説
い
た
。
剖
ち
計
閣
の
税
訴
の
阻
分

に
於
て
は
川
剖

d
z
E苫
E
U
と

HEmnF4EOE
と
主
併
川

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
先
づ
之
を
共
有
税
・

m有
税
白

〉

)

配
分
に
就
て
み
る
に
第
一
、
い
共
有
枕
に
は

a
同
一
の
源
泉

(
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を
間
出
来
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道
府
旧
制
・
市
川
村
の
三
者
が
利
川
す
る
も
の
と

b
迫

、，J

府
脱
・
市
町
村
の
-
一
者
の
利
川
す
る
も
の
と
あ
り
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ろ
問
有
税

は
図
ハ
哉
と
市
町
村
山
み
之
を
有
し
、
服
川
と
し
て
迫
附
腕
は
之

を
有
せ
由
。
(
但
し
道
附
服
雑
種
税
中
、
市
川
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が
之
に
附
加
枕

〉
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せ
ざ
7
q
税
目
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〉
第
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の
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域
刷
問
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に
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下
級
の
そ
れ
に
不
利
で
あ
る
。
ろ
図
家
主
市
町
村
の
問
有
税
主
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較
す
る
に
.
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較
に
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ら
ぬ
利
食
妨
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あ

る
o

削
ち
図
家
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力
た
る
枕
狐

E
殆
ど
牧
め
て
ゐ
る
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以
上
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四

を
耐
空
括
ず
る
に
、

利
税
の
配
分
槙
躍
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図
家
主
第
一
位
と
し
、

道
府
燃
は
第
一
一
位
に
、
而
し
て
市
町
村
は
故
下
位
に
世
く
も
の

一
で
あ
る
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更
に
之
を
附
加
松
左
特
別
税
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に
介
ち
て
観
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方
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政
区
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は
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ー
川
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収
入
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別
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収
入
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一
て
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く
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が
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叩
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介
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友
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岡
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る
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岡
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来
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憾
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憾
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膨
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に
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ざ
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あ
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同
一
車
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方
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分
は
新
し
き
日
つ
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古
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ら
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。
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政
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迎
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蛾
る
も
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度
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の
市
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世
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に
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ま
る
。
中
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方
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政
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リ
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品
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に
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に
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